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3-(8) 地域を支える第二次産業と県産品の振興

目指す姿
第二次産業が県民の多様なニーズに応える

地域産業としての地位を確立するとともに、
本県経済の一翼を担う戦略的産業としての発
展を目指す。

課題
ICTの活用、設備投資の促進、産学官・企業

間の連携強化等による産業の高度化を図りつ
つ、商品サービスの高付加価値化や県産品の
消費促進等により、企業の収益力強化を図る
ことが課題である。

施策展開/施策（概要）

ア 多様なものづくり産業の振興

○ものづくり産業については、生産波及効果が全産業平均を上
回るなど県内の自給率が向上することで域内の経済循環を高め
ることが期待される。

○限られた経営資源の中においても、ものづくり産業が県民の
ニーズに応える地域産業としての地位を確立するため次に掲げ
る施策を展開する。

イ 県産品の売上げ拡大促進

○県内はもとより、県外や国外に向けた県産品の売上げ拡大促
進のため、次に掲げる施策を展開する。

ウ 建設産業の持続可能な発展

○県内の基幹産業の一つである建設産業の持続可能な発展に向
け、次に掲げる施策を推進する。

多様なものづくり産業の振興、県産品の売上
げ拡大促進、建設産業の持続可能な発展に取
り組む。

１

素案P124-127



3-(8)-ｱ 多様なものづくり産業の振興

①域内自給率を
高めるものづく
り産業の高度化

②ものづくり産
業振興のための
環境整備

○産学官連携開発支援事業による県
内企業を主体とした学術機関（県内
大学等）、県工業技術センター等の
研究機関等との共同体による製品開
発プロジェクトへのハンズオン支援
及び補助の実施。（37件採択済）
○サポーティング産業の集積
○工業技術センターによる技術相
談・支援・人材育成
○製造産業県内発注促進事業による

試作支援、受発注マッチング支援
○ものづくり生産性向上支援事業

コロナ禍前の実績による統計で
は、製品出荷額や製造業従事者数
は改善しており、一定の成果は認
められるものの、目標値には至っ
ていない状況である。県内で最も
多くを占める食品製造業を中心に
支援することにより、県経済を活
性化する必要がある。

付加価値を高め、県内ニーズと
マッチした地域産業となることで、
域内循環を高め、県内経済の活性
化と県民所得を全国並みにする。

（具体的な取組）
これまでの取組で成果のあった取
組を継続・強化しつつ、域内自給
率の向上だけでなく、県外海外を
視野に他部局とも連携しながら、
企業の収益力強化に繋げていく。

これまでの取組 課題 今後の方向性（案）

素形材産業振興施設において、
入居企業による製品開発は進んで
いるが、県内でのマッチングがあ
まり進んでいない。

誘致した企業による技術により県
内製造業を牽引し、ものづくり産
業を振興するため、入居企業につ
いてのマッチングを強化していく。
県内外のニーズをふまえ、工業技
術センターと連携し、機器の更新
や新技術・新製品の開発、人材育
成を行っていく。

中城湾港新港等を中心とする国
際物流拠点産業集積地域において、
素形材産業振興施設等で製造業の
集積を図るとともに、県工業技術
センター等において、機器の開放
も行ってきたところである。工業
技術センターによる技術支援や機
器の借用については県内事業者を
広く対象としている。

２
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3-(8)-ｱ 多様なものづくり産業の振興

これまでの取組 課題 今後の方向性（案）

③ものづくり基
盤技術の高度化
とサポーティン
グ産業の振興

国際物流拠点産業集積地域の素
形材産業振興施設を中心としたサ
ポーティング産業の誘致集積や県
工業技術センターによる支援、産
学官連携開発支援事業等による新
製品開発支援、海外販路開発支援
事業、生産性向上や試作支援、
マッチング支援によりサポーティ
ング産業を振興してきた。

県内事業者の受注機会が減少し
ている状況があるため、発注者と
受注者のマッチングや、ニーズに
合致する製品の開発、生産性向上
を促進するための支援が継続して
必要である。特に中小企業におい
ては、小規模事業者も多く、設備
投資やICT導入において支援が必
要である。

県工業技術センター及び素形材
産業振興施設の機能・体制の整備
により、新しい課題に対しても支
援ができるようにする。生産性向
上に向けた支援を行うことにより、
技術の高度化を図り、域内循環を
高める。

３

素案P125



ものづくり産業イノベーション促進地域制度(仮称)
（現：産業高度化・事業革新促進地域制度）

製品の開発力や技術の向上及び地域資源の活用に
よる新事業創出等を支援することにより、製造業等
の生産性の向上又は稼ぐ力の強化を図る。

3-(8)-ｱ 多様なものづくり産業の振興
（企業立地推進課）

４

②ものづくり産業振興のための環境整備

工業用水

県企業局と連携し、安定的な
供給体制の構築に取り組む。

産業用地

県内製造業の域外展開の促進等に
向け、事業拡大に必要な産業用地の
確保を市町村と連携し取り組む。

初期投資、創・操業支援

特区制度の活用による設備投資に
対する支援や、民間企業のノウハウ
を活用したインフラ整備の検討など、
官民連携による効果的な支援を行う。

素案P125



3-(8)-ｲ 県産品の売上げ拡大促進

①国内市場にお
ける需要開拓の
促進

②海外市場にお
ける販路開拓

○琉球泡盛再興プロジェクト事業
の実施

○沖縄県縫製業新製品開発事業の
実施

○泡盛の製造業者においては、小
規模・零細企業が多く、県外の大
手メーカーに比べ、商品の宣伝や
問屋・販売店等への営業提案力が
弱い。

○更なる販路開拓として県外市場
を見据え、消費者ニーズの把握や
商品探求力の向上に取り組む必要
がある。

県外バイヤー等を招聘したビジ
ネスマッチングや商談会の開催、
戦略的なプロモーション展開や効
果的な県産品の魅力発信に取り組
む。

これまでの取組 課題 今後の方向性（案）

支援企業における外国語対応等
に課題がある。
経営が安定している酒造所におい
ては、県外を主要市場に見据えつ
つ、海外市場やインバウンド市場
を視野に入れた商品開発等にマー
ケティング力の強化を図る必要が
ある。

商談から販路拡大に結びつくよ
う、専門コーディネーターによる
フォローアップに取り組む。

泡盛の販路拡大については、国
税庁と連携するとともに、海外市
場を視野に入れた製品の開発を促
進する。

○海外販路開拓支援事業の実施

○琉球泡盛再興プロジェクト事後
湯の実施

５
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④県産品の消費
促進

○琉球泡盛再興プロジェクト事業
の実施

産業まつりにおいては、一層の
販路開拓につながるよう、商談機
能の拡充が必要である。

泡盛は嗜好品のため、継続的な
プロモーションとともに、消費者
や時代のニーズに合わせた商品開
発と品質向上に取り組む必要があ
る。

県産品の消費促進に向けては、
継続した喚起を行うとともに、
ニーズに応じた製品開発と品質向
上に取り組む。

県産品優先使用の要請等により、
県産品消費拡大の機会創出に継続
して取り組んでいく。

これまでの取組 課題 今後の方向性（案）

③県産品の高付
加価値化の促進

○県産品奨励月間の実施や、産業
まつりの開催

○県。市町村等行政機関、ホテル
等観光業界を含む県内企業等へ県
産品の優先使用の要請を行った。

○琉球泡盛再興プロジェクト事業
の実施

地域・業界が一丸となった特産
品を含めた地域ブランドの形成が
必要である。

業界が実施する泡盛のブランド
構築と戦略的なマーケティングに
基づく製品開発やプロモーション
への支援を行う。

3-(8)-ｲ 県産品の売上げ拡大促進

６

素案P126-127



【関連】1-(4)-エ 伝統工芸の振興

①伝統的な
技術・技法
の継承

②伝統工芸を
活用した感性
に働きかける
魅力的なもの
づくりの振興

○多様な工芸人材の育成
産地組合が実施する後継者育成事業

に対する支援、高度な技術者を養成す
るための研修事業の実施、工芸縫製品
等の製造技術者の養成

○工芸従事者の意欲向上、品質維持
県工芸士認定事業、織物検査事業

○原材料安定確保
原材料栽培の試験研究、関係機関と

の連携や情報集積

伝統的な技術・技法が継承されるた
めには、工芸従事者の技術習得や技術
の向上、工程の効率化のほか、工芸従
事者自ら工房運営に必要な基礎的な経
営知識やブランディングの知識を身に
つける必要がある。
また、沖縄工芸全体の認知度向上が

課題である。

○工芸従事者の人材育成等により、伝
統的な技術・技法の継承と高度化に取
り組む。

○おきなわ工芸の杜を活用し、沖縄工
芸全体の認知度向上に取り組む。

○工芸事業者等の経営基盤の強化や、
技術の向上、工程の効率化に取り組む。

これまでの取組 課題 今後の方向性（案）

伝統工芸品の生産高を上げていくた
めには、現代のライフスタイルになじ
みやすい日用品としての商品開発が重
要である。商品開発には、他産地との
差別化や各自のブランディングに留意
する必要がある。
また、関係事業者とのネットワーク

を活用したマーケティングを商品開発
に反映させる仕組みが必要である。

○新たな工芸品開発の技術支援に取り
組む。

○感性型製品の開発、ブランド力の向
上、情報発信、販路拡大に取り組む。

○おきなわ工芸の杜において、市場開
拓、商品開発、ビジネスモデルの創出
に取り組む。

○市場ニーズへの対応
新ニーズモデル創出事業（マーケ

ティング、試作品開発、販路開拓等）
工芸縫製製品技術研修、金細工製品技
術研修

○生産技術向上、技術支援
技術指導、試験研究、新商品開発

（デザイン、素材等）支援

3-(8) 地域を支える第二次産業と県産品の振興

７
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ここでしかできない
てづくり体験

お土産品の購入

レジャーとしての
てづくり体験

ショップ、工房での買い物

児童・生徒の社会学習、
夏休み等のてづくり体験

商談会等で工芸品の
使い方を提案
・ホテル
・飲食店
・インテリア

【参考資料】おきなわ工芸の杜の機能と目的

情報発信
○工芸品の展示

歴史、作り手の想い等も合わせて発信

○ウェブサイト
○各工房の貸し出し

生産行程を見せる→情報発信

工芸関係者工芸従事者 若手・研修生

おきなわ工芸の杜

担い手の育成
○貸し工房の貸し出し（起業支援）
○共同工房・機器の貸し出し

（制作支援）

○各種セミナーの実施
○技術研修、デザイン支援

交流促進
○工芸従事者×一般来館者
工芸品制作体験（体験工房）
貸し工房、共同工房での対話・ふれあい
アンケート協力→消費者ニーズ調査

○工芸従事者×ビジネスパートナー
マッチング支援、ネットワーク形成
クリエイターズデータベース活用

○工芸従事者×工芸従事者
入居者同士のコラボ
産地間、世代間交流

商品開発の促進、ブランド力向上

技術指導、技術研修
試験研究、デザイン支援

施設管理、担い手の支援
情報発信、作り手と使い手の交流促進

工芸振興センター（行政機関） 指定管理者

連
携

ビジネスパートナー（ＢtoＢ）

異業種

工芸従事者（各工房）

ウェブサイト

沖縄の工芸を一堂に俯瞰

クリエイターズ
データベースを
活用したマッチング

機能と目的 ターゲットに提供できる価値

一般来館者（ＢtoＣ）

一般県民 観光客（国内・海外） 流通事業者

良いイメージの蓄積 工芸品の活用の広がり

情報集約・施設の利用

８



（別紙 ２－２）関連資料

各回
項番

対象
回

各回
テーマ

章 頁 行

新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 県の考え方

提出者 提出日 担当課

1 2 3 3 125 13

②　ものづくり産業振興のための環境整備 県内製造業を振興するためには電力エネルギー料金の低
減が重要であることから、再生可能エネルギー等を活用し
た電力供給方式の普及に取り組む。

「②ものづくり産業振興のための環境整備」の記述項目とし
て電力エネルギー料金低減に係る記述が見られない。産業
振興のためには、電力エネルギー料金の低減に関する記
述を追加すべきである。

委員の意見を踏まえ、下記のように文面、内容を修正す
る。
なお、再生可能エネルギー等を活用した電力供給方式の
普及は、「電気の安定的かつ適正な供給の確保」が前提
であるため、その内容の追記をする。

Ｐ125　22~23行目
　県内産業の振興及び持続的発展を図るため、老朽化し
た工業用水道施設の計画的な更新・長寿命化及び耐震化
に取り組む。
また、電気の安定的かつ適正な供給の確保を前提に再生
可能エネルギー等を活用した電力供給方式の推進を図
る。

千住智信 7月9日 産政

2 2 3 3
126
127

25
8

・泡盛については、県外を主要市場に見据えつ
つ、海外市場やインバウンド市場を視野に入れ
た商品開発等のマーケティング力強化に取り組
む。
・泡盛の消費拡大に向けては、継続的なプロ
モーションの実施、多様化する消費者嗜好に対
応した商品開発、販売促進及び情報発信に取
り組む。

県産品の海外市場における販路開拓や県産品の消費促進
のために泡盛が提示されているが、県内におけるアルコー
ル製品は泡盛だけでなく、ビールやラム酒も生産・販売され
ている。これらの製品の販売拡大や消費促進を進める必要
もあるため、少なくとも「泡盛等」のような表現を用いるべき
である。

ご意見のとおり修正いたします。

修正前：泡盛
修正後：泡盛等

千住智信 7月9日 もの

3 2 3 4 47 20

（前略）魅力的なものづくりを図る、次に掲げる
施策を推進する。

（前略）魅力的なものづくりを図るため、次に掲げる施策を推
進する。

ミス？ ご指摘のとおりです。修正します。

井瀧　史洋 7月9日 もの

4 2 3 4 125 21

･･･検討、創・操業支援体制の・・・ ・検討 → 充実
・・・充実、創・操業支援体制の・・・

・現在の賃貸工場等の施設設備、固定資産取得費用等の
助成制度を更に充実させる。

　委員ご意見の趣旨を踏まえ、修正していきたいと考えて
おります。
　また、初期投資や設備投資に係る助成制度については、
市町村と連携した産業用地の確保と合わせて効果的な手
法を検討してまいります。 古波津　昇 7月12日

もの
立地

5 2 3 4 125 30

追加 ・県内製造業の高度化、生産性向上を図るために、沖縄県
工業技術センターにおいて、IoT・AIの活用や、多様化及び
高度化する製造業の技術ニーズに対応できる体制づくりに
取り組む。

・技術は日々進展していく状況の中で、工業技術センター新
しい技術を柔軟に受け入れる体制づくりに変えていく。

・県内製造業の高度化、生産性向上を図るために、沖縄
県工業技術センターにおいて、IoT・AIの活用等、多様化及
び高度化する製造業の技術ニーズに対応できる体制づく
りに取り組む。
を追記します。

県におきましては、今後の10年間で県内産業が必要とす
る技術支援に対応できるよう、工業技術センターの人員体
制や機能整備について取り組んでまいります。
10年の間におきましては、また新たな課題が生じることも
あることから、「IoT・AIの活用等」とさせていただきたいと考
えます。

古波津　昇 7月12日 もの

6 2 3 4 125 33

･県内企業体制や国内外企業との・・・ ・下記の通りに修正
・ものづくり産業への支援を図るため、国際物流拠点産業集
積地域の「素形材産業振興施設」を主要エリアとする「もの
づくり拠点」として業界連携による事業の実施や産学官連携
による支援体制の構築に取り組む。

・原文の「県内企業連携や国内外企業とのネットワークを構
築」では充分でなく、より広範な領域を含む表現とした。
・修正した文書は「沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興
計画)等 総点検報告(頁551)に記載有り。

修正文案の方がより適切と考えますので、修正します。

古波津　昇 7月12日 もの

7 2 3 4 126 25

泡盛については、県外を主要市場に見据えつ
つ、海外市場やインバウンド市場を視野に入れ
た商品開発等の（後略）

泡盛については、県外および海外市場やインバウンド市場
をターゲットとした商品開発等の（後略）

琉球泡盛の海外展開は既に取り組まれていること、日本の
アルコール市場は縮小傾向にあるなか敢えて県外のみを主
要市場とするのは流れに沿えていないと思われることから、
先のとおり提案します。

ご意見のとおりです。以下のとおり修正いたします。

泡盛については、県外、海外及びインバウンド市場をター
ゲットとした商品開発等の（後略）

井瀧　史洋 7月9日 もの

8 2 3 4 175 18
・・・産業化、・・・ ・・・産業界、・・・ ・文字の誤りではないか。 ご指摘のとおりです。修正します。

古波津　昇 7月12日 もの

9 2 3 4 47 28

エ　伝統工芸の振興
①伝統的な技術・技法の継承
□原材料の安定確保、伝統工芸事業者や産地
組合の経営基盤の強化、製法技術の向上や工
程の見直し等による安定した製品供給体制の
確立等に取り組む。

エ　伝統工芸の振興
①伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
□原材料の安定確保、伝統工芸事業者や産地組合の経営
基盤の強化、製法技術の向上や工程の見直し等による安
定した製品供給体制の確立等に取り組む。

生産者（つくり手）の経営規模（1事業所当たりの従事者数）
が2.4人で全国規模の5.1人と比較して半分以下である。そ
の為、従業者1人当たりの工芸品生産額も約200万円と全国
平均の約610万円の3分の1に留まっている。

ご意見を受け、以下のとおり修正します。

①伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
□原材料の安定確保、製法技術の向上、工程の見直し等
により安定した製品供給体制の確立を図り、工芸事業者
等の経営基盤の強化に取り組む。

新　賢次 7月26日 もの

1



（別紙 ２－２）関連資料

各回
項番

対象
回

各回
テーマ

章 頁 行

新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 県の考え方

提出者 提出日 担当課

10 2 3 4 48 1

エ　伝統工芸の振興
②伝統工芸を活用した感性に働きかける魅力
的なものづくりの振興
□消費者の感性に働きかける感性型製品の開
発やブランド力の向上、ICTを活用した情報発
信の強化、インバウンドを含めた国内外への効
果的な販路拡大に取り組む。

エ　伝統工芸の振興
②伝統工芸を活用した感性に働きかける魅力的なものづく
りの振興
□消費者の感性に働きかける感性型製品の開発やブランド
力の向上、工芸の杜を活用した情報発信の強化、地元を含
めた国内外への効果的な販路拡大に取り組む。

おきなわ工芸の杜は沖縄の工芸振興の新たな拠点として期
待されている。ICTの活用は欠かせないが、工芸の拠点で
ある工芸の杜において、リアルな展示空間による使い手と
の結びつきが大切である。特に地元の使い手の取り込みが
必要不可欠である。

ご意見のとおり修正します。

　なお、おきなわ工芸の杜では、リアルな展示に加え、ウェ
ブサイトにより工芸品の情報発信を行うため、両方の機能
を併せ持っております。 新　賢次 7月26日 もの

11 2 3 4 48 6

追加 ③展示会を活用した沖縄工芸の魅力の創出
□16品目の指定工芸品を中心とした個々の内容が分かり
やすい内容の展示会を企画・開催に取り組む。
□県民以外の人々に広めていくためにも、より多くの県民に
見てもらうために、県立美術館での開催に取り組む。
□1回（本展示会）で終えるのではなく、波及効果を出すため
に、工芸の杜などにおいても関連展示企画に取り組む。

沖縄の工芸は国指定（16品目）や県指定（26品目）の伝統
的工芸、伝統工芸品が数多く存在し、豊かな工芸文化の花
を咲かせている。
一方、工芸品の多種・多様性が消費者の視点において個々
の違いが分かりづらく、個々の工芸品の良さや素晴らしさを
伝えきれていないと思われる。その為、沖縄工芸の本質的
な「魅力」についてを再構築し、再認識と再発信をする必要
あると考える。

ご意見を受け、以下のとおり追加します。

①伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
□工芸品の認知度向上のため、展示会の開催や文化施
設等との連携など、県民をはじめ多くの方々へ伝統工芸に
触れる機会を提供し、沖縄工芸の魅力や価値を高める。

　なお、今後、計画の実施段階において、指定工芸品を中
心とした展示会の開催や、関連展示企画について検討し
てまいります。

新　賢次 7月26日 もの
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（別紙　２－４）関連資料

全体
項番

第2回
テーマ

施　策　番　号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 県の考え方 対象回 提出者 提出日 担当課

②-16 3 １－（４）　エ①
従事者１人当たりの工
芸品生産額

①工芸品生産額（各指
定品目別）

－

生産者（つくり手）の経営規模（1
事業所当たりの従事者数）が2.4
人で全国規模の5.1人と比較して
半分以下であり、従業者1人当た
りの工芸品生産額も約200万円と
全国平均の約610万円の3分の1
に留まっている為。

伝統的な技術・技法の継承のた
めには、後継者の確保が必要で
あり、そのためには経営基盤の
強化が重要であることから、当指
標を設定しております。 2 新賢次 7月26日 もの

②-17 3 １－（４）　エ② 工芸品生産額
②おきなわ工芸の杜の
売上（使い手の数値）

おきなわ工芸の杜は沖縄の工芸
振興の新たな拠点として期待さ
れている為。

伝統工芸を活用した新たなもの
づくりが活性化された結果として
工芸品生産額を指標としておりま
す。おきなわ工芸の杜における
売上は、工芸品生産額に含める
ことを検討しております。

2 新賢次 7月26日 もの

②-18 3 施策追加 追加
③展示会の入場者数
（本展示会）

－

沖縄の工芸は国指定（16品目）
や県指定（26品目）の伝統的工
芸、伝統工芸品が数多く存在し、
豊かな工芸文化の花を咲かせて
いる。
一方、工芸品の多種・多様性が
消費者の視点において個々の違
いが分かりづらく、個々の工芸品
の良さや素晴らしさを伝えきれて
いないと思われる。その為、沖縄
工芸の本質的な「魅力」について
を再構築し、再認識と再発信をす
る必要あると考える。

今後、計画の実施段階におい
て、指定工芸品を中心とした展示
会の開催や、関連展示企画につ
いて検討してまいります。展示会
の入場者数は、事業の成果指標
として活用したいと考えておりま
す。 2 新賢次 7月26日 もの

意　見　書　様　式　（　修　正　案　用　）

（関連体系図（案）に対する意見）

　② 成 果 指 標

3



（様式２－５）関連資料

全体
項番

第2回
テーマ

意見内容 県の考え方 対象回 提出者 提出日 担当課

6 3

ものづくり振興センターの構築について
・令和２年３月に提出された「沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等 総点検報告」
（以下、「総点検報告」と表示する）を以て作成されていると思われる。
・「総点検報告」において、「ものづくり産業の戦略的展開」「課題及び対策」に「・・・『素形材
産業振興施設』を主要エリアとするものづくりの支援拠点として、実用化に向けた・・・連携
強化を図るための体制を構築する必要がある。」と報告がある。
・現在、「国際物流拠点産業集積地域」「素形材産業施設」での「沖縄県金型技術研究セン
ター」と「ものづくりネットワーク沖縄」において、公設研究機関と民間の組織が連携し高付
加価値の製品を作り出している。
・「ものづくりネットワーク沖縄」の目標は、民間企業が公設研究機関と連携しながら製品試
作・開発、人材育成等のものづくり全般に関する活動を進めるなど、両社が車の両輪となっ
て沖縄のものづくり産業の振興に貢献することを目指している。
・県は、上述(ものづくりネットワーク沖縄)の組織と、ものづくり拠点として、産学官・企業間・
異業種間の連携、人材育成等を推進するコーディネート機能等を網羅する体制「ものづくり
振興センター」への構築に努力していただきたい。

現在、民間企業と公設研究機関との連携による製品試作・開発におきましては、素形
材産業振興施設における工場施設の貸出、沖縄県工業技術センター（金型技術研究
センター）における技術支援・技術相談や機器の貸し出し、分析等の支援、人材育成
事業、産学官連携開発支援事業等による製品開発補助を複合的に組み合わせなが
ら行っており、素形材産業振興施設を中心とする一帯が「ものづくり振興」における拠
点として、整備されつつあると考えております。
県としましては、ものづくりネットワーク沖縄を始めとする関係機関と連携を密にとりな
がら、今後の10年で、より、ものづくり産業の振興に繋がるよう、県内外のニーズ等、
情報収集を行いながら、素形材産業振興施設や金型技術研究センターの機能の更な
る充実や製品開発・事業化・人材育成確保の分野において、産学官等のネットワーク
を構築し、取り組んでまいります。

2 古波津　昇 7月12日 もの

9 3

おきなわ工芸の杜が令和4年4月にオープンする運びとなっており沖縄の工芸振興の新た
な拠点として期待されております。
沖縄の工芸は国指定（16品目）や県指定（26品目）の伝統的工芸、伝統工芸品が数多く存
在することは全国的に見ても稀であり、多種・多様な工芸が花開いている地域だといえる。
一方、この様な多様性は経済性の観点からは課題も多い状況にあるといえる。
また、多様性は消費者や地元県民の理解度は高いとは言えない。
特に、国指定や県指定、その他の工芸品の違いなどは、なかなか分かりずらい内容になっ
ていると思われる。工芸品の個々の良さや素晴らしさ伝えきれていないことが経済振興に
とってもネックとなっている。
以上の観点から私は沖縄の伝統工芸品についての本格的な展示会の開催を提案したいと
思います。

ご意見を受け、以下のとおり追加します。

①伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
□工芸品の認知度向上のため、展示会の開催や文化施設等との連携など、県民をは
じめ多くの方々へ伝統工芸に触れる機会を提供し、沖縄工芸の魅力や価値を高め
る。

　なお、今後、計画の実施段階において、指定工芸品を中心とした展示会の開催や、
関連展示企画について検討してまいります。

2 新賢次 7月26日 もの

10 3

４　伝統工芸の優遇税制について
第４章１（４）エ「伝統工芸の振興」及び県資料「産業部会関連の税制優遇措置の提案の概
要」においては、伝統工芸の製造業者に対しての優遇税制は触れられていないため、優遇
税制の対象事業とすることにしていただきたい
（理由）
○観光立県である沖縄の主要な魅力の１つは伝統工芸の素晴らしさです。しかし、直近の
沖縄県伝統工芸産業振興計画によると、５年推移の生産高、従事者数、事業所数はほぼ
横ばい状態で家内工業的な規模の事業所がほとんどであることを表しています。
○職人としては素晴らしい技術を持っていても、十分な収益が得られないために、安定した
経営、人材確保、雇用の維持、資金調達に苦労していることが統計資料からも明らかで
す。
○それに加え新型コロナウイルス禍によって観光客が激減した２０２０年には、前年対比５
０％を超える売上減少により国の持続化給付金の適用要件を満たす事業所も多く出ている
ことが推測されます。
○しかし、伝統工芸産業にフォーカスした優遇税制はありません。
○現行の沖縄特区税制の中で「製造業」が対象となっている経金特区、産業イノベや物流
特区税制を部分的に活用できなくはないですが、沖振法で「伝統工芸」が明記されていな
いため、「製造業」を日本標準産業分類の業種判定で機械的に区分し当てはめて活用しな
ければなりません。しかし、日本標準産業分類では、製造業者が卸売した場合は「製造業」
となり、自社店舗販売した場合は「小売業」となり、「小売業」と判定された場合は、現行法
の適用対象外となります。
○伝統工芸の製造業者は経営基盤の強化が急務であり、販売形態による区別するのでは
なく、すべての伝統工芸の製造業者の下支えの一助となる優遇税制が適用できるように考
慮していただきたい。

　ご意見のとおり、本県の伝統工芸品は生産高、従業者数、事業所数ともに横ばいま
たは減少傾向にありますが、新たな振興計画に向けて関係団体や工芸事業者からヒ
アリングしたところ、業界から税制優遇等の制度創設に関する要望はなく、新商品開
発、原材料確保、販路拡大、Ｅコマースサイト整備等に対する支援の要望があがって
おります。
　税制の活用には、利益の増や投資を伴うため、その前提となる売上増となる販路拡
大などの支援策を要望しているものと受け止めております。
　なお、特に国・県指定伝統工芸品については、各産地に存在する事業協同組合によ
る共同販売事業を活用する事業者が多いことから、多くは製造業（卸売）に該当するも
のと思われます。

2 鈴木　和子 7月26日 もの

新たな振興計画（素案）に対する意見書
部会名：　産業振興部会
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産業振興部会 新賢次委員提出ご意見

沖縄県の伝統工芸産業の振興計画 修正案の フローチャート

 

※赤枠・赤文字：新しく追加提案する内容

2021年7月26日

伝統工芸の振興
□本件の地理的・歴史的経緯から
育まれてきた地域の魅力的な文化
資源や長い歴史・風土の中で培わ
れてきた伝統工芸の技術・技法を
継承するとともに、これらの資源
を活用し、個々の事業所の充実を
図り、その魅力をしっかりと発信
しながら、魅力的なものづくりを
図る

①伝統的な技術・技法の継承と
生産者（つくり手）への経営指導

□沖縄県工芸士認定制度の活用や
人材育成を通し、伝統的な技術・
技法の継承と高度化に取り組む。

□おきなわ工芸の杜を活用した伝
統工芸の体験学習や情報発信等に
より、消費者とつくり手の交流を
広げ、伝統工芸の啓発普及と消費
の拡大を図る。

□原材料の安定確保、伝統工芸事
業者や産地組合の経営基盤の強化、
製法技術の向上や工程の見直し等
による安定した製品供給体制の確
立等に取り組む。

□生産者（つくり手）への経営的
な指導により、1事業所としての
体制強化に取り組む。

②伝統工芸を活用した感性に働き
かける魅力的なものづくりの振興

□産地や試験研究機関等との有機
的な連携を図り、工芸の要素・資
源や技術技法を活用した新たな工
芸品の開発及び二次加工製品の製
造の支援に取り組む。

□消費者の感性に働きかける感性
型製品の開発やブランド力の向上、
ICTを活用した情報発信の強化、イ
ンバウンドを含めた国内外への効
果的な販路拡大に取り組む。

□おきなわ工芸の杜において、作
り手と異業種の交流を促進し新た
な市場開拓や商品開発、ビジネス
モデルの創出に取り組む。

目標値

□ 今後調整の上設定

□今後調整の上設定

□今後調整の上設定

③展示会を活用した沖縄工芸の魅力の創出

□16品目の指定工芸品を中心とした個々の内
容が分かりやすい内容の展示会を企画・開催
に取り組む。

□県民以外の人々に広めていくためにも、よ
り多くの県民に見てもらうために、県立美術
館での開催に取り組む。

□1回（本展示会）で終えるのではなく、波
及効果を出すため、工芸の杜での関連企画・
展示開催に取り組む。

成果

成果

最終的目標

指標（案）

①工芸品生産額（各指定品目別）

②おきなわ工芸の杜の売上（使い
手の数値）

③展示会の入場者数（本展示会）

成果

5


